
  
 

大和市告示第３号 

 道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条の規定により市道の路線を次のとおり認定し、同法 

第１８条第１項の規定により次のとおり道路の区域を決定し、及び同条第２項の規定により令和  

２年１月１４日から供用を開始する。 

なお、関係図面は、本市都市施設部道路・河川管理課において、令和２年１月１４日から２週間

（ただし、日曜日及び土曜日を除く。）の一般の縦覧に供する。 

令和２年１月１４日 

大和市長 大 木  哲   

 
 

路 線 名 起   点 終   点 幅 員 延 長 
重要な 
経過地 

公所１８８号 
 
下鶴間字甲一号

１３９番５ 

 
下鶴間字甲一号

１３９番５ 

    ｍ 

５．００～ 

５．０１ 

     ｍ 

３５．５３ 

 

 

 
公所２０７号 
 

 
下鶴間字甲二号

３１１番３ 

 
下鶴間字甲二号

３１１番３ 

 

５．００ 

 

 

３６．０３ 

 

 

 
下鶴間２２９号 
 

 
下鶴間字乙八号

２９９８番１９９ 

 
下鶴間字乙八号

２９９８番１９９ 

 

４．００～ 

４．０１ 

 

３６．３７ 

 

 

 
下鶴間２３１号 
 

 
下鶴間字乙八号

３０３０番１１ 

 
下鶴間字乙八号

３０３０番１１ 

 

４．５０ 

 

 

６２．６１ 

 

 

 
西鶴間１４９号 
 

 
西 鶴 間 二 丁 目  
３４０８番６ 

 
西 鶴 間 二 丁 目  
３４０８番６ 

 

４．５１ 

 

 

６８．１５ 

 

 

 
深見２５６号 
 

 
深 見 字 坊 ノ 窪

２２８４番１ 

 
深 見 字 坊 ノ 窪

２２８４番１ 

 

４．５０ 

 

 

５９．４８ 

 

 

 
中央８５号 
 

 
中央四丁目４７０

番４１ 

 
中央四丁目４７０

番３３ 
４．０１ 

 

３７．８１ 

 

 

 

桜森６４号 

 

 

桜森一丁目１１０

番１ 

 

桜森一丁目１１０

番１ 
４．５０ 

 

５８．４２ 

 

 

 

桜森６６号 

 

 

桜森一丁目１１０

番２ 

 

桜森一丁目１１０

番６ 

 

４．５０ 

 

 

５４．０８ 

 

 

 

桜森８３号 

 

 

桜森一丁目１２９

番５ 

 

桜森一丁目１３０

番２０ 

 

５．０１ 

 

 

７０．４５ 

 

 

 

桜森６８号 

 

 

桜森一丁目１２９

番５ 

 

桜森一丁目１２９

番５ 

 

５．０１ 

 

 

３９．５３ 

 

 

 

上和田３６４号 

 

 

上和田字新道添

１０４１番２２ 

１００番２１ 

 

上和田字新道添

１０４１番４ 

 

 

４．００～ 

４．０２ 

 

８１．４２ 

 

 



  
 

 

上和田３６６号 

 

 

上和田字宮久保

１５７２番３４ 

 

上和田字宮久保

１５７２番２７ 

 

４．００ 

 

 

８０．４４ 

 

 

 

下福田３４２号 

 

 

福田字甲三ノ区

３５２番３ 

 

福田字甲三ノ区

２４４番３ 

 

７．００～ 

１３．９０ 

 

３６１．６３ 

 

 

 

下福田３４３号 

 

 

福田字甲七ノ区

１６９２番１ 

 

福田字甲七ノ区

１６８８番８ 

 

４．００～ 

５．４９ 

 

３７．５５ 

 

 

 

下福田３４４号 

 

 

福田字甲七ノ区

１６１９番６ 

 

福田字甲七ノ区

１６１８番１２ 

 

５．００～ 

６．００ 

 

１２７．３８ 

 

 

 


